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→高齢者の医療の確保に関する法律・成立 （平成２０年４月施行）
→医療費増加の構造的要因に着目し、中長期的な観点から医療費適正化を進める
医療費適正化計画の枠組みの導入

→医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、厚生労働省が行う調査及び
分析等に用いるデータベースの構築へ
※保険者は、厚生労働省に対し、必要な情報を提供

○平成１９年７月 検討開始
→収集するデータの範囲、データの利活用の方法等について検討

○平成２０年２月 報告のとりまとめ（情報提供の基本的枠組み）

○平成２１年９月～１０月
→検討会報告を踏まえ、データの利活用に関する指針について、パブリックコメントを実施

レセプト情報・特定健診等情報データベースの構築の経緯

１．平成１８年医療制度改革

２．「医療サービスの質の向上等のためのレセプト情報等の活用に関する検討会」

３．データの利活用に関する指針

（検討会報告を踏まえ、データ収集のための体制の構築）



レセプト情報・特定健診等情報データベースの利用
（平成20年検討会報告を踏まえた仕組み）

高齢者医療確保法に基づく利用 左記の本来目的以外の利用

医療費適正化計画の作成等
のための調査及び分析等

医療サービスの質の向上等を
目指した正確なエビデンスに
基づく施策の推進

○左記のような施策に
有益な分析・研究

○学術研究の発展に
資する目的で行う
分析・研究○感染症などの疾患の実態把握に

基づく施策
○介護給付費と医療費の実態把握に
基づく施策 等

厚生労働省保険局総務課
医療費適正化対策推進室

厚生労働省内の他部局、他課室
関係省庁・自治体

都道府県
左記以外の主体
（研究機関等）

有識者会議における審査

※所掌事務の遂行に必要な範囲内
であることが前提

国による分析等

※データ利用の目的や必要性等について審査
※データ利用の目的として「公益性の確保」が必要

大臣決定
データ提供の
可否について
大臣に助言

結果の公表

国が公表する結果
のほか、都道府県
が、国に対し、医
療費適正化計画
の評価等に必要な
情報の提供を要請
し、入手

都道府県による
分析等 3



（参考）「医療サービスの質の向上等のためのレセプト情報等の活用に関する検討会」（抄）
（平成20年2月７日）

４ 国が行う分析の目的に関する考え方
(1) 医療費適正化計画の作成等に資する調査・分析を行うことが、高齢者医療確保法
第１６条に基づきレセプトデータ及び特定健診等データを収集する一義的な目的である。

(2) 上記(1)の分析以外であっても、当該データを活用することが、新たに別途データを収集することと比較考量すれば、国民負担の軽

減につながり、また迅速な分析、的確・適切な施策の迅速な実施により、行政サービスの向上、行政運営の効率化につながる場合もあ
ると考えられる（例えば、感染症などの疾患の実態把握に基づく施策や、介護給付費と医療費の実態把握に基づく施策など）。
このため、所掌事務の遂行に必要な範囲内であることを前提とした上で、上記(1)の分析のほかにも、当該データの分析・活用が、上記
(1)の分析目的と同様に、医療サービスの質の向上等を目指して正確なエビデンスに基づく施策を推進するに当たっての必要かつ有利
となる場合についても、国が行う分析の目的に含めて考えることも必要と考えられる。

６ 国以外の主体によるレセプトデータ等の活用のあり方
(2) 上記４(2)に示したような考え方を前提とするならば、国以外の主体が、国が収集したレセプトデータ及び特定健診等データを用いて、

医療サービスの質の向上等を目指して正確なエビデンスに基づく施策を推進するに当たって有益となる分析・研究、学術研究の発展に
資するような研究を行うことを一律に排除することは、国民負担の軽減、的確・適切な施策の迅速な実施という視点に立てば、かえって
適切とは言えないと考えられる。
したがって、上記(1)により都道府県が活用する場合のほか、国以外の主体がこうした公益目的で国の収集データの提供を受けて分析・
研究し、国において施策を検討する際にその分析・研究の成果を活用できるような仕組みも必要と考えられる。
ただし、その際には、以下の点について十分留意する必要がある。

① データの利用目的として公益性の確保が必要であることのほか、研究目的や研究計画、データの分析方法、データの使用・管理方
法等について、個別に審査した上で、当該研究に必要な範囲内でデータを提供すること。

② 個別ケースごとの審査に当たって、公平・中立な観点から、データ利用の目的や必要性等について審査し、提供の可否等を決定す
る仕組みが必要であること。
③ 個別ケースごとの審査の基準となる、第三者への提供に係る具体的なルールが別途必要であること。

当該ルールづくりに当たっては、新統計法における調査票情報等の利用及び提供のルール（現在総務省及び内閣府統計委員会におい
て検討中）も踏まえて検討する必要があること。

④ 上記③のルールに基づき国から適切にデータの提供を受けた者以外の者が、結果的に当該提供データをそのまま利用することの
ないよう徹底すること。
また、この点についても上記③のルールの中で必要な措置を講じておくこと。

⑤ レセプトデータ及び特定健診等データには、患者の病名等慎重に取り扱うべきデータが含まれていること等にかんがみ、上記③の
ルールに基づいて国がデータを提供する際にも、収集データをそのままの形で提供することは適当ではなく、当該データの一部（例えば
患者等について原則として同一人物に同一に付される一連の番号、医療機関・薬局コード、一部の病名など）を加工するなどの対応が
別途必要であること。
この場合の対応方針についても、上記③のルールの中でできるだけ明確に整理しておく必要があること。
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新たな情報通信技術戦略工程表（抜粋）
（平成22年６月22日閣議決定）

２ １）ⅲ）
レセプト情報等の活用による医療の効率化

短期（2010 年、2011 年）

○レセプト情報等の提供のためのルールを整備し提供を開始する。また、膨大な関
連情報の分析や活用のための技術等の研究開発を実施する。さらに医療効率化の
ためのデータ利用の在り方についての一次検討を実施し、各種データの一元的な利
活用に向けた提供体制についても検討を実施する。また、匿名化やセキュリティ技
術、大量データ分析・活用に向けた技術開発について検討を開始する。

厚生労働省：
2010 年度から各種データの一元的な利活用に向けた提供体制を検討
2010 年度中に有識者による検討会議の設立
2010 年度中にデータ活用のためのガイドライン策定
2011 年度早期にデータの提供開始
2011 年度から医療効率化のためのレセプトデータ等の利活用に関する
調査・検討を実施
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